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上下水道広域化・共同化ロードマップ 

20200729/水環境保全課 

１．目 的 

令和４年度（2022年度）末までに水道、下水道それぞれの広域化計画等を策定するため、各年度の実施工程を示すもの。 

なお、途中で共同処理可能な事務等がまとまった場合は、令和４年度を待たず順次具体協議・実施を推進する。 

 

２．計画期間 

（１）水 道 

「水道広域化推進プラン」は、今後の人口減少や更新投資需要の増大等を反映した事業の将来見通しと、広域化に取り組んだ場合の

効果を明らかにするため、40年～50年程度の長期での分析を行うことが望ましい。（厚生労働省推奨） 

⇒ 40年間の計画とする。（４分割した各10年間を第１期から第４期として、各期末に達成状況の点検・計画内容の見直しを行う。） 

 （２）下水道 

「広域化・共同化計画」は中長期的な分析を要するため、20～30年程度の中長期での分析を行うことが望ましい。（国土交通省推奨） 

    ⇒ 20年間の計画とする。（２分割した各10年間を前・後期の中期計画とし、10年間をさらに短期計画（１年目～５年目、６年目

～10年目の各５年間）に分割し、５年目と10年目に計画達成状況の点検・計画内容の見直しを行う。） 

    

 ３．ロードマップ ≪令和元年度～令和４年度≫ 

年度 実施内容 取組及び目指す成果 備考 

令和元年度 

（2019年度） 

〇トップセミナー 

〇流域別検討会 

〇市町村個別ヒアリング 

〇情報収集 

取組 

①事業のトップである市町村長を対象に外部講師の講演に

より、広域化・共同化の必要性の理解を進める 

②事業の現状（会計・施設、組織等）の把握と共有 

③上下水道事業の現状や課題を把握し、考えられる広域連

連携や望ましい将来像等について意見交換を実施 

④一部事務共同化の継続検討 

＜水道（国）＞ 

・基本方針策定 

・改正法施行 

目指す

成果 

◇検討に向けた意識醸成及び事業の現状把握と共有 
 

令和２年度 

（2020年度） 

〇流域別検討会 

〇シミュレーション実施 

「現状把握」「課題分

析」「将来推計」「広

域連携シミュレーシ

ョン」 

〇法定協議会の設置検討 

取組 

①「現状把握」「課題分析」「将来推計」「広域連携シミュレ

ーション」の実施（外部委託） 

⇒シミュレーション条件の調整・設定 

②一部事務共同化の継続検討・実施 

③法定協議会設置に向けた検討事項等の調整 

・シミュレーショ

ン等は外部委託

により実施（令

和２～３年度） 

 

・令和５年度以降

の水道ビジョ

ン、水道基盤強

化計画の策定に

向けた検討・分

析も進める 

目指す

成果 

◇自然体将来推計・課題分析の実施 

◇広域連携メニューの想定 

◇法定協議会設置方針の調整 

令和３年度 

（2021年度） 

〇流域別検討会 

〇「水道広域化推進プラ

ン」、「広域化・共同化

計画」の（案）の策定 

〇法定協議会の設置準備 

取組 

①「広域連携シミュレーション」の調整（外部委託） 

  ⇒条件の再設定、再試算 

②「今後の推進方針」の協議・調整（検討会・外部委託） 

⇒計画（案）の作成 

③一部事務共同化の継続検討・実施 

④法定協議会設置事務の実施 

目指す

成果 

◇意見交換を重ね、「水道広域化推進プラン」、「広域化・共

同化計画」の案として取りまとめる 

◇法定協議会の設置概要を確定させる 

令和４年度 

（2022年度） 

〇法定協議会設置 

〇「水道広域化推進プラ

ン」、「広域化・共同化

計画」の策定 

取組 

①法定協議会設置 

②「水道広域化プラン（案）」「広域化・共同化計画（案）」

について法定協議会で協議・修正を重ね、市町村長の同

意のもと、計画として確定させる。 

③水道基盤強化計画への発展・策定の方向性を検討する 

目指す

成果 

◇法定協議会の設置 

◇「水道広域化推進プラン」「広域化・共同化計画」の策定 

  
４．各団体の役割分担 

（１）市町村等 

   検討に必要なデータの提供等を行うとともに、事業主体として検討に参加し、広域化・共同化の可能性を模索する。 

（２）県 

   検討の推進役として、検討会の開催、連携メニューのうち主にソフト連携業務（事務共同化）の検討、法定協議会設置事務等を行う。 

＜水道＞講習・窓口業務等の共同化、災害時協力体制の再構築、維持管理の共同化 等 

＜下水道＞汚泥処理の共同化、維持管理の共同化 等 

（３）委託先（コンサル）   

   主に広域化の検討を行い、「水道広域化推進プラン（案）」（水道）、「広域化・共同化計画（案）」（下水道）を作成する。 

    ・国の策定マニュアルを参考に、「現状把握」「将来推計」「課題分析」「広域連携シミュレーション」「推進方針の調整」等を行う。 

    ・シミュレーション内外での新たな連携メニューの提案・検討、県が行う共同化検討への支援を行う。 

（４）検討体制 

検討会（全体会・流域別）のほか、ＷＧ、関係市町村のみの検討会、市町村ヒアリング等も活用 

令和元年度第２回流域別検討会資料（更新版） 


